
「生産緑地買取申出書」について

１ 申出理由が主たる従事者の死亡による場合

① 生産緑地買取申出書

② 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書

（農業委員会で発行）

③ 土地全部事項証明書

④ 公図の写し

⑤ 位置図

⑥ 委任状（代理人の場合）

※登記が終わっていない場合は遺産分割協議書の写しを提出して下さい。

（遺産分割協議が整っていない場合）

① 生産緑地買取申出書（法定相続人全員の連名で実印を押印したもの）

② 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書

（農業委員会で発行）

③ 法定相続人全員の印鑑登録証明書

④ 土地全部事項証明書

⑤ 公図の写し

⑥ 位置図

⑦ 委任状

⑧ 戸籍謄本（写しでも可）

⑨ 相続関係説明図

〇申出書の提出は、事由が発生してから、概ね１年以内に行ってください。

〇相続した生産緑地の一部または、全部の買取申出が可能です。

〇同一の申出人において、同一の主たる従事者の死亡に対する買取申出は１回限

りです。（ひとつの相続に対して、買取申出は１回）



２ 申出理由が主たる従事者の故障による場合

① 生産緑地買取申出書

② 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書

（農業委員会で発行）

③ 土地全部事項証明書

④ 「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」であることを証明

する医師の診断書

⑤ 公図の写し

⑥ 位置図

⑦ 委任状（代理人の場合）

〇農林漁業に従事することを不可能にさせる故障であることから、全ての生産緑

地の買取申出を行ってください。

〇相続税の納税猶予を受けている場合は、申出前に税務署に相談して下さい。

３ 申出理由が指定から３０年経過による場合

① 生産緑地買取申出書

② 土地全部事項証明書

③ 公図の写し

④ 位置図

⑤ 委任状（代理人の場合）
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